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本
論
は
、
一
七
世
紀
前
後
の
怪
異
や
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
対
象
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
当
時
の
人
々
は
そ
う
し
た
怪
異
に

ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
っ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。

怪
異
と
は
、「
①
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
不
思
議
な
事
柄
。
ま
た
、
そ
の
さ
ま
。
あ
や
し
い
こ
と
②
変
だ
と
思
う

こ
と
、
不
審
③
ば
け
も
の
、
へ
ん
げ
」（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
）、
要
す
る
に
「
あ�

や�

し�

い�

」
物�

事�

を
指
す
。
し
か
し
、
人
が
ど

の
よ
う
な
物
事
に
対
し
て
「
あ
や
し
い
」
と
感
じ
る
か
は
、
時
代
や
地
域
、
階
層
、
世
代
、
性
差
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
ま
た
何
か
を

「
あ
や
し
い
」
と
感
じ
る
場
合
、
当
事
者
に
と
っ
て
の
日
常
や
常
識
が
前
提
に
あ
る
。
つ
ま
り
怪
異
を
理
解
す
る
こ
と
は
、「
あ
や
し
い
」

と
思
う
人
々
に
と
っ
て
の
日
常
や
常
識
を
逆
説
的
に
考
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

怪
異
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
古
代
・
中
世
の
歴
史
学
や
国
文
学
な
ど
で
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
⑴
。
し
か
し
近
世
で

は
、
文
芸
や
演
劇
な
ど
に
登
場
す
る
怪
異
に
関
す
る
研
究
は
数
多
あ
る
⑵
一
方
で
、
怪
異
と
い
う
言
葉
に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
使
わ
れ
て
き
た
「
怪
異
」
や
「
妖
怪
」
は
、
あ
く
ま
で
も
分
析
概
念
、
或
い
は
理
解
す
る
た
め
の
文
化
的
符
丁

と
し
て
で
あ
り
、
言
葉
の
も
つ
歴
史
性
に
は
あ
ま
り
着
目
し
た
も
の
で
は
な
い
。
本
論
は
、
こ
の
歴
史
性
に
注
目
す
る
も
の
で
あ
る
。
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だ
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
何
を
「
あ
や
し
い
」
と
感
じ
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
る
。
そ
こ
で
注
目
す
る
の
が
、
京
極
夏
彦
氏

に
よ
る
、
妖
怪
そ
れ
自
体
の
定
義
で
は
な
く
現
在
の
通
俗
レ
ベ
ル
で
使
わ
れ
る
「
妖
怪
」
と
い
う
言
葉
が
定
義
す
る
モ
ノ
ゴ
ト
（
言
葉
が

領
域
と
し
て
い
る
対
象
）
を
明
ら
か
に
す
る
試
み
で
あ
る
⑶
。
京
極
氏
は
、
辞
書
や
柳
田
國
男
・
井
上
圓
了
た
ち
の
「
妖
怪
」
に
関
す
る

言
説
を
駆
使
す
る
こ
と
で
、
通
俗
的
に
「
妖
怪
」
と
認
識
さ
れ
る
た
め
の
条
件
（
属
性
）
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
私
も
京
極
氏
の
手
法

に
倣
い
、
一
七
世
紀
の
怪
異
と
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
（
不
思
議
・
化
物
・
妖
怪
…
）
が
ど
の
よ
う
な
対
象
を
領
域
と
し
て
い
た
の
か
、
言

い
換
え
れ
ば
ど
の
よ
う
な
属
性
を
も
つ
物
事
が
怪
異
や
妖
怪
、
不
思
議
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
を
踏
ま
え
て
ど
の
よ
う
な

対
応
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

一
七
世
紀
を
対
象
に
し
た
の
は
、
近
世
の
怪
異
に
関
す
る
研
究
は
一
八
世
紀
以
降
に
集
中
し
、
一
七
世
紀
の
も
の
は
作
品
や
作
家
研
究

以
外
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
で
あ
る
。
一
七
世
紀
は
徳
川
政
権
に
な
り
支
配
や
社
会
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
化
し
た
時
期
で
あ
り
、
こ
の
時

期
を
押
さ
え
な
け
れ
ば
一
八
世
紀
以
降
の
怪
異
の
様
相
も
歴
史
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
民
衆
（
専
門
的
知
識
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
被
支
配
者
層
）
が
記
し
た
怪
異
に
関
す
る
史
料
は
決
定
的
に
欠
け

て
い
る
。
し
か
し
、
知
識
人
の
著
述
は
当
時
の
社
会
・
文
化
状
況
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
出
版
物
な
ど
の
商
品
は
民
衆
の
意
識

か
ら
遠
く
離
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
丹
念
な
分
析
を
通
じ
て
、
民
衆
の
怪
異
観
の
一
端
に
触
れ
る
こ
と
も
可
能
だ
と

考
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
次
章
か
ら
具
体
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
く
。
な
お
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
引
用
史
料
の
傍
線
や
読
点

お
よ
び
丸
括
弧
の
説
明
は
筆
者
に
よ
る
。
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第
一
章

恠

異

一
七
世
紀
の
怪
異
を
考
え
る
前
に
、
そ
れ
以
前
の
怪
異
の
様
相
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
前
代
か
ら
の
流
れ
を
掴
む
こ
と
で
、

歴
史
性
を
よ
り
明
確
に
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
古
代
に
お
い
て
怪
異
と
は
、
中
国
の
天
人
相
関
説
に
由
来
す
る
一
種
の
法
令
用
語
で
あ
り
、
内
裏
紫
宸
殿
の
東
回
廊
で
行
わ

こ
ん
ろ
う
の
み
う
ら

れ
た
、
軒
廊
御
卜
と
い
う
国
家
的
な
卜
占
の
対
象
に
な
っ
た
事
象
の
み
に
適
用
さ
れ
る
言
葉
だ
っ
た
⑷
。
そ
こ
で
の
怪
異
は
、
兵
革
や
天

災
な
ど
政
権
に
と
っ
て
の
危
機
に
神
仏
が
起
こ
す
予
兆＝

さ�

と�

し�

と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
現
代
人
が
ど
ん
な
に
怪
異
だ
と
思
う

現
象
で
あ
っ
て
も
、
軒
廊
御
卜
で
占
わ
れ
な
け
れ
ば
、
怪
異
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
政
治
性
を
も
つ
限
定
的
な
用

け

い

法
で
の
怪
異
を
、
怪
の
異
体
字
を
使
っ
て
便
宜
上
「
恠
異
」
と
表
現
し
、
あ
や
し
い
物
事
全
般
を
さ
す
広
義
の
怪
異
と
区
別
す
る
こ
と
に

し
た
い
⑸
。

狭
義
の
怪
異＝

恠
異
は
、
古
代
・
中
世
を
通
じ
て
次
第
に
シ
ス
テ
ム
化
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
寺
社
な
ど
か
ら
様
々
な
フ
シ
ギ
な
コ

ト
（≒

広
義
の
怪
異
）
が
注
進
さ
れ
、
朝
廷
は
注
進
に
対
し
軒
廊
御
卜
を
行
う
、
そ
れ
が
恠
異＝

政
権
に
と
っ
て
の
凶
兆
だ
と
認
定
さ
れ

た
場
合
、
贈
位
や
奉
幣
、
支
配
権
な
ど
注
進
者
に
望
ま
し
い
収
拾
を
行
う
、
一
方
で
政
権
（
朝
廷
）
は
危
機
管
理
の
対
応
が
で
き
た
と
そ

の
統
治
能
力
を
社
会
に
示
す
、
こ
れ
が
一
連
の
流
れ
で
あ
っ
た
⑹
。
こ
の
注
進
者
と
政
権
双
方
に
権
益
を
も
た
ら
す
シ
ス
テ
ム
は
、
室
町

期
に
な
る
と
、
恠
異
と
さ
れ
る
事
態
も
そ
の
収
拾
の
仕
方
も
定
型
化
し
て
い
た
（
例
え
ば
多
武
峯
の
大
職
冠
（
藤
原
鎌
足
）
像
破
裂
に
は

朝
廷
か
ら
告
文
使
発
遣
⑺
）。
し
か
し
応
仁
の
乱
以
降
、
公
武
統
一
政
権
の
減
退
も
あ
り
、
恠
異
の
注
進
・
収
拾
シ
ス
テ
ム
は
機
能
不
全
、

す
な
わ
ち
政
権
（
朝
廷
）
は
寺
社
か
ら
の
要
求
に
対
し
儀
礼
的
な
危
機
管
理
を
示
す
の
み
で
、
注
進
し
た
寺
社
が
望
む
収
拾
を
行
わ
な
い

（
行
え
な
い
）
事
態
に
陥
る
⑻
。
ま
た
恠
異
認
定
の
国
家
儀
式
で
あ
っ
た
軒
廊
御
卜
自
体
も
激
減
し
、
史
料
上
か
ら
も
見
ら
れ
な
く
な
っ
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て
し
ま
う
⑼
。

こ
う
し
た
流
れ
を
経
た
後
、
恠
異
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
豊
臣
秀
吉
政
権
期
の
場
合
を
、『
多
聞
院
日
記
』⑽
か
ら
見
て
み
る
と
、

①
一
、
千
段
地
震
ノ
時
、
当
山
ヨ
リ
火
多
ク
出
了
ト
、
内
裏
ノ
御
庭
ニ
ハ
数
千
ノ
声
ニ
テ
夜
躍
了
、
朝
見
レ
ハ
異
類
ノ
足
ア
ト
、
或
ハ

丸
、
或
ハ
四
方
長
ク
、
大
小
牛
馬
以
下
様
々
ノ
ア
ト
也
シ
、
院
御
所
ニ
ハ
首
多
ア
リ
シ
、
数
ヲ
ヨ
ム
ニ
消
失
了
、
二
百
計
在
之
シ
ト

云
々
、
方
々
不
思
儀
共
在
之
云
々
（
天
正
一
三
年
（
一
五
八
五
）
一
二
月
一
一
日
）

②
行
歩
難
治
之
間
不
能
社
参
、
前
三
無
記
談
義
ニ
各
被
来
了
、
藤
七
郎
京
ヨ
リ
下
、
十
七
八
日
ノ
比
歟
、
三
条
ノ
ア
タ
リ
ニ
火
数
多
飛

去
テ
在
之
、
狐
沙
汰
歟
云
々
、
大
坂
モ
爰
元
モ
毎
度
飛
火
在
之
之
由
各
申
、
不
吉
之
題
目
也
（
天
正
一
四
年
（
一
五
八
六
）
八
月
廿

一
日
）

（
綸
）

③
一
、
従
京
都
禁
中
近
日
以
外
鳴
動
之
、
可
有
祈
祷
之
旨
倫
旨
下
了
云
々
、
大
津
之
城
・
坂
本
・
大
坂
ニ
モ
恠
異
共
、
心
細
事
也
、
并

廿
日
帝
位
御
元
服
、
廿
六
日
御
即
位
共
以
無
風
雨
之
難
様
、
可
抽
懇
祈
之
旨
倫
旨
下
了
ト
（
天
正
一
四
年
九
月
一
八
日
）

（
聚
）

④
京
都
集
楽
ニ
ハ
恠
異
共
数
多
、
新
テ
ン
ノ
大
門
ノ
上
ニ
龍
ヲ
作
置
処
、
夜
々
光
リ
、
終
女
ニ
反
テ
池
ヘ
入
ト
云
、
上
ノ
御
馬
物
云
、

（
ヘ
カ
）

（
狐
カ
）

（
マ
マ
）

内
裏
ニ
テ
御
祈
祷
ノ
ア
ラ
イ
米
血
ニ
マ
メ
ル
、
占
ヲ
サ
セ
ラ
ル
ヽ
処
ハ
天
井
ヨ
リ
首
落
ツ
、
孤
ア
レ
テ
池
ノ
白
鳥
寫
以
下
数
多
食

之
、
関
東
八
幡
ヨ
リ
使
ト
テ
山
伏
来
テ
、
来
五
日
一
大
事
、
不
然
者
廿
五
日
大
事
究
云
々
、
毎
夜
可
有
火
事
之
由
雑
説
ニ
テ
サ
ワ
ク

ト
云
、
依
之
大
政
所
ハ
ア
ツ
タ
ヘ
御
参
詣
方
々
ニ
テ
祈
祷
在
之
了
、
実
否
ハ
不
知
也
、
如
此
口
遊
則
物
恠
也
、
沈
思
々
々
（
天
正
一

九
年
（
一
五
九
一
）
五
月
四
日
）

な
ど
が
あ
る
。
①
は
一
一
月
に
起
き
た
天
正
大
地
震
後
の
「
不
思
議
」、
②
は
誠
仁
親
王
の
死
か
ら
正
親
町
天
皇
の
譲
位
に
至
る
時
期
に

起
き
た
「
不
吉
之
題
目
」、
③
は
後
陽
成
天
皇
即
位
直
前
で
起
き
た
鳴
動
や
「
恠
異
」、
④
は
天
正
一
五
年
（
一
五
八
七
）
に
落
成
し
た
聚

楽
第
で
起
き
た
「
恠
異
」
で
あ
る
。
こ
の
頃
は
既
に
軒
廊
御
卜
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
不
吉
と
し
て
祈
祷
な
ど
の
対

応
が
取
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
も
恠
異
は
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
八
月
一
八
日
の
秀
吉
の
死
去
直
前
に
も
、
不
吉
な
出
来
事
が
起
き
て
い
る
。
慶
長
元
年
（
一
五
九

六
）
の
大
地
震
で
倒
壊
し
た
方
広
寺
大
仏
の
代
わ
り
に
、
翌
年
善
光
寺
如
来
を
勧
請
し
安
置
す
る
が
、「
善
光
寺
如
来
上
り
給
て
後
、
太

閤
無
程
病
気
之
間
、
不
吉
之
兆
と
て
如
斯
」⑾
と
、
死
去
二
日
前
の
一
六
日
に
信
濃
へ
下
向
さ
れ
る
。
ま
た
『
当
代
記
』
に
は
、

此
春
、
下
京
の
神
明
堂
に
て
、
人
な
ら
は
二
三
十
人
声
に
て
卅
日
余
躍
け
る
か
、
後
に
は
泣
け
る
と
也
、
又
八
月
十
日
時
分
に
、
将

軍
塚
鳴
動
不
斜
、
是
等
は
太
閤
の
凶
兆
也

と
、
将
軍
塚
鳴
動
と
い
う
伝
統
化
し
た
恠
異
が
「
太
閤
の
凶
兆
」
と
し
て
発
生
し
て
い
る
⑿
。

徳
川
の
御
世
に
な
っ
て
も
、
柳
原
紀
光
の
『
続
史
愚
抄
』
を
見
る
と
、
伝
統
的
な
恠
異
が
少
な
か
ら
ず
生
じ
、
七
社
七
寺
で
の
祈
祷
な

ど
が
執
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
続
史
愚
抄
』
に
載
る
最
後
の
天
皇
、
後
桃
園
天
皇
の
死
去
（
一
七
七
九
年
）
直
前
、
皆
既
月
蝕
や
多

武
峯
・
将
軍
塚
が
鳴
っ
て
い
る
こ
と
に
象
徴
的
で
あ
る
⒀
。

ま
た
興
味
深
い
事
例
と
し
て
、
近
年
「
島
原
・
天
草
一
揆
の
責
任
を
公
家
た
ち
支
配
層
の
堕
落
に
求
め
る
異
例
の
公
家
社
会
批
判
」⒁

と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
随
筆
『
春
寝
覚
』
が
あ
る
。
筆
者
不
明
な
が
ら
、
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
三
月
一
一
日
以
前
に
記
さ
れ
、

後
に
下
冷
泉
為
景
に
写
さ
れ
た
本
書
に
は
、
恠
異
が
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

か
斗
天
地
人
の
三
方
と
も
に
怪
異
を
あ
ら
は
し
、
凶
事
を
し
め
し
け
る
に
も
人
み
な
其
外
に
の
み
う
た
か
ひ
を
た
て
ゝ
、
そ
の
う
ち

に
そ
む
け
る
ま
つ
り
こ
と
あ
る
を
う
た
か
ふ
人
稀
な
り
し
、
東
路
ハ
程
遠
け
れ
は
、
よ
く
も
し
ら
す
か
し
、
い
て
や
此
都
の
中
の
あ

り
さ
ま
こ
そ
、
夜
を
お
ひ
、
日
に
し
た
か
ひ
て
く
た
り
も
て
ゆ
く
め
れ
、
此
年
内
侍
所
の
御
神
楽
の
音
た
へ
し
こ
そ
、
い
と
ゆ
ゝ
し

く
神
慮
も
い
か
ゝ
と
空
お
そ
ろ
し
け
れ
⒂

こ
れ
は
「
吉
利
支
丹
と
い
ふ
法
」
に
よ
っ
て
起
き
た
島
原
・
天
草
一
揆
と
同
時
期
に
起
き
た
「
東
西
の
山
の
端
あ
か
き
事
」
な
ど
の
天

変
地
妖
、
都
で
の
髪
切
り
事
件
と
い
っ
た
「
怪
異
」
に
対
す
る
見
解
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
原
因
を
外＝

天
地
で
は
な
く
、
内＝

公
家
社
会

に
求
め
、
こ
こ
か
ら
公
家
社
会
批
判
へ
と
展
開
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
恠
異
は
悪
政
（
公
家
社
会
の
頽
廃
）
と
関
連
が
あ
る
と
い
う
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認
識
が
あ
り
、
そ
の
機
能
を
自
説
展
開
の
契
機
と
し
て
巧
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
⒃
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
朝
廷
に
よ
る
恠
異
へ
の
対
応
に
徳
川
幕
府
が
積
極
的
に
関
与
し
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な

い
。
例
え
ば
寛
文
八
年
（
一
六
六
八
）
二
月
、
江
戸
大
火
を
含
む
「
奇
怪
」
の
頻
発
に
、「
朝
家
安
全
玉
体
安
穏
之
御
祈
」
を
行
う
よ
う
、

伊
勢
神
宮
・
石
清
水
八
幡
・
春
日
社
な
ど
が
言
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
摂
政
鷹
司
房
輔
ら
が
天
台
座
主
堯
恕
法
親
王
に
小
御
修
法
を

執
行
す
べ
き
か
の
沙
汰
が
あ
っ
た
（
三
月
執
行
）⒄
。
こ
の
時
に
「
奇
怪
（
怪
事
）」
と
し
て
列
挙
さ
れ
た
の
は
、
八
幡
山
の
光
物
・
貴
船

社
鳴
動
・
小
御
所
の
廊
架
に
鳶
が
侵
入
（
以
前
内
裏
炎
上
の
前
に
も
発
生
）・
鞍
馬
山
の
松
顛
倒
・
法
隆
寺
の
聖
徳
太
子
像
顛
倒
（
大
坂

の
陣
で
発
生
）
で
あ
り
、
堯
恕
は
「
不
祥
之
事
」
と
述
べ
て
い
る
（
江
戸
大
火
も
「
天
災
奇
怪
之
事
」
と
表
現
す
る
）。
し
か
し
一
方
で
、

『
江
戸
幕
府
日
記
』
と
い
っ
た
幕
府
の
公
的
記
録
類
に
は
、
こ
の
件
に
関
す
る
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

ま
た
一
八
世
紀
の
事
例
だ
が
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
二
月
以
来
の
京
都
で
の
地
震
や
四
月
一
七
日
に
加
茂
別
雷
社
酒
殿
で
起
き
た

「
釜
鳴
恠
異
」
に
対
し
て
、
五
月
一
日
に
七
社
七
寺
で
御
祈
が
行
わ
れ
て
い
る
が
⒅
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
幕
府
の
関
与
は
確
認
で
き
な

い
⒆
。幕

府
の
記
録
に
恠
異
が
記
さ
れ
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
幕
府
が
積
極
的
に
恠
異
に
関
与
し
な
い
点
は
、
一
九
世
紀
に
編
ま
れ
る
幕
府
の

「
正
史
」『
徳
川
実
紀
』
に
如
実
に
表
れ
て
い
る
。『
徳
川
実
紀
』
で
は
、
大
坂
の
陣
後
、
恠
異
は
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
い
な
い
⒇
。
も
ち

ろ
ん
大
坂
の
陣
以
降
に
「
怪
異
」
と
い
う
言
葉
は
散
見
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
は
恠
異
で
は
な
く
、
人
の
不
可
解
な
行
動
を
指
す
表
現
に

限
ら
れ
て
い
る
。
近
年
二
次
史
料
的
な
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
る
『
徳
川
実
紀
』21
だ
が
、
恠
異
が
ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
な
い
そ
の
背
景

に
は
、
林
述
斎
ら
編
者
の
間
に
、
元
和
偃
武
以
降
は
幕
府
に
よ
る
平
和
な
状
況
が
続
い
て
い
る＝

恠
異
は
起
き
な
い
、
と
い
う
認
識
が
共

有
さ
れ
て
い
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
の
よ
う
に
、
朝
廷
の
恠
異
へ
の
儀
礼
的
対
応
に
つ
い
て
、
徳
川
幕
府
の
関
与
は
き
わ
め
て
消
極
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
点
は
、
従
来
の
政
権
に
よ
る
恠
異
へ
の
対
応
と
は
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
。
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そ
こ
に
は
、
徳
川
政
権
が
室
町
殿
と
違
っ
て
朝
家
の
有
す
る
国
家
祈
祷
権
を
奪
取
せ
ず
、
利
用
す
る
こ
と
で
政
権
の
正
当
性
を
高
め
よ

う
と
し
た
こ
と
22
が
、
原
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
国
土
の
安
全
と
民
の
安
寧
を
祈
念
す
る
国
家
祭
祀
と
し

て
、
朝
廷
で
行
わ
れ
る
古
代
以
来
の
伝
統
的
神
祇
祭
祀
が
幕
府
に
よ
っ
て
尊
重
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
神
祇
祭
祀
の
中
に
恠
異
へ
の
対

応
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
23
。
要
す
る
に
、
恠
異
へ
の
儀
礼
的
対
応
は
、
朝
廷
に
分
掌
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
二
月
二
九
日
に
京
都
で
出
さ
れ
た
町
触
、

一
、
飛
神
・
魔
法
・
奇
異
・
妖
怪
等
之
邪
説
、
新
儀
之
秘
法
、
門
徒
に
仕
、
山
伏
行
人
等
に
不
限
、
仏
神
に
事
を
寄
、
人
民
を
妖
惑
す

る
の
類
、
又
ハ
諸
宗
共
に
法
難
に
可
成
申
分
、
与
力
同
心
仕
候
族
、
代
々
御
制
禁
候
条
、
新
儀
之
沙
汰
に
あ
ら
さ
る
段
、
可
存
弁
其

旨
事
24

や
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）、
全
国
の
寺
院
に
対
し
て
出
さ
れ
た
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
第
二
条
附
の
「
立
新
義
、
不
可
説
奇
恠
之
法

事
」25
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
新
儀
異
説
」
の
禁
止
と
い
う
幕
府
の
政
策
が
、
寺
社
に
恠
異
を
容
易
に
語
る
こ
と
を
掣
肘
し
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。

そ
し
て
元
禄
六
年
（
一
六
九
三
）
の
「
馬
の
も
の
言
ひ
」
事
件
な
ど
、
幕
府
は
社
会
秩
序
を
乱
す
言
説
を
語
る
者
に
対
し
法
で
処
罰
す

る
姿
勢
、
い
わ
ば
法
度
に
よ
る
恠
異
（
怪
異
）
の
統
制
を
行
っ
た
26
。
法
度
の
幕
府
と
儀
礼
の
朝
廷
と
い
う
対
応
の
差
異
は
、
近
世
の
恠

異
を
め
ぐ
る
動
向
の
大
き
な
特
徴
と
い
え
る
。

別
に
『
春
寝
覚
』
の
「
東
路
ハ
程
遠
け
れ
は
、
よ
く
も
し
ら
す
か
し
」
の
よ
う
に
、
幕
府
（
江
戸
）
と
朝
廷
（
京
都
）
の
地
理
的
関
係

も
大
事
な
要
因
と
し
て
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
政
治
的
な
恠
異
は
近
世
に
な
っ
て
も
機
能
し
て
い
た
が
、
徳
川
幕
府
と
朝
廷
と
の
間
で
は
温
度
差
が
見
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
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第
二
章

恠
異
か
ら
怪
異
へ

前
章
で
は
、
恠
異
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
古
代
以
来
、
恠
異
は
政
治
性
を
持
つ
限
定
的
な
怪
異
の
用
法
で
あ
り
、
そ
れ

は
近
世
で
も
特
に
朝
廷
と
そ
の
周
辺
で
機
能
し
て
い
た
。

し
か
し
「
怪
異
（
恠
異
）」
と
い
う
言
葉
は
、
中
世
に
な
る
と
次
第
に
政
治
性
を
持
た
な
い
事
象
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

の
代
表
例
が
建
長
六
年
（
一
二
五
四
）
成
立
の
説
話
集
『
古
今
著
聞
集
』
で
あ
る
。
巻
一
七
「
怪
異
」
篇
の
序
で
は
、「
恠
異
の
お
そ
れ
、

古
今
つ
ゝ
し
み
と
す
」27
と
、
さ�

と�

し�

つ
ま
り
恠
異
を
収
載
す
る
意
図
が
見
ら
れ
る
。
だ
が
内
容
的
に
は
、
さ�

と�

し�

で
は
な
い
、
単
に
不

可
思
議
な
事
件
も
載
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
古
今
著
聞
集
』「
怪
異
」
篇
は
、
恠�

異�

に�

相�

当�

し�

な�

い�

怪�

異�

、「
異
常
で
不
思
議
な
出
来
事
を

さ
す
語
が
機
能
し
始
め
て
い
る
様
相
が
伺
え
」、
政
治
性
の
な
い
「
人
の
心
を
ま
ど
は
す
」
鬼
や
天
狗
な
ど
の
「
変
化
」
篇
と
同
じ
一
七

巻
に
「
も
の
が
た
り
」（
著
聞
）
と
し
て
、
怪
異
が
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
28
。

ま
た
室
町
期
に
な
る
と
、
先
述
し
た
恠
異
シ
ス
テ
ム
の
機
能
不
全
・
軒
廊
御
卜
の
激
減
の
一
方
で
、
政
権
と
関
係
の
な
い
不
思
議
な
出

来
事＝

怪
異
が
、
頻
繁
に
日
記
類
に
書
き
留
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
29
。
高
谷
知
佳
氏
は
そ
れ
を
室
町
期
京
都
の
都
市
性
、「
武
家
・
公

家
・
寺
社
が
集
住
し
、
こ
の
権
力
者
た
ち
相
互
の
あ
い
だ
に
、
そ
し
て
雇
用
や
祭
礼
を
通
し
て
民
衆
と
の
あ
い
だ
に
、
日
常
的
・
流
動
的

な
都
市
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
幾
重
に
も
築
か
れ
て
」30
い
る
点
と
関
連
さ
せ
、
こ
の
政
治
・
経
済
・
文
化
が
集
中
す
る
都
市
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
介
し
て
、
都
市
問
題
や
政
権
危
機
に
関
す
る
情
報
だ
け
で
な
く
、
社
会
不
安
や
政
治
批
判
の
意
味
合
い
を
含
ん
だ
怪
異
も
風�

聞�

と
し
て
拡
散
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
先
に
引
用
し
た
『
多
聞
院
日
記
』
④
の
「
口
遊
則
物
恠
」、
口
遊
み
つ
ま
り
噂
が
起
き
る
こ

と
自
体
が
「
物
恠
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
と
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
時
期
に
な
る
と
、
凶
兆
で
あ
る
恠
異
と
社
会
不
安
や
政
治
批
判
の
意
味
を
持
つ
怪
異
と
の
境
界
は
、
甚
だ
曖
昧
に
な
っ
て
く
る
。
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そ
う
し
た
怪
異
と
恠
異
が
混
淆
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、『
当
代
記
』
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
の
記
事
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

此
二
三
箇
年
中
、
九
州
中
国
四
国
衆
、
何
も
城
普
請
専
也
、
乱
世
不
遠
と
の
分
別
歟
と
云
々
、
京
都
町
人
已
下
、
種
々
怪
異
に
付
如

此
歟
、
閭
巷
説
と
云
々

こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
戦
場
と
な
っ
た
京
都
に
住
む
者
に
「
豊
臣
・
徳
川
間
の
政
治
均
衡
の
あ
や
う
さ
と
、
西
国
大
名
の
『
城
普
請
』
が
戦

争
準
備
で
あ
る
と
い
う
リ
ア
ル
な
現
実
認
識
が
、
同
時
に
『
種
々
怪
異
』
を
乱
世
の
前
兆
と
す
る
認
識
と
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
て
町
人

意
識
を
捉
え
て
」31
い
た
こ
と
を
示
す
史
料
で
あ
る
。
ま
た
「
怪
異
」
と
「
乱
世
不
遠
」
の
関
連
は
、
元
来
政
権
で
の
み
機
能
し
て
い
た

さ�

と�

し�＝

恠
異
観
が
社
会
不
安
の
怪
異
と
融
合
し
た
か
た
ち
で
、
民
間
（
都
市
民
だ
が
）
に
浸
透
し
て
い
た
と
も
表
現
で
き
る
32
。

こ
う
し
た
状
況
下
で
、
新
た
に
怪
異
（
恠
異
）
と
関
わ
り
を
持
ち
出
し
た
の
が
、
吉
田
神
道
で
あ
る
。
吉
田
兼
倶
以
来
恠
異
に
関
わ
っ

て
い
る
が
、
特
に
室
町
中
期
か
ら
戦
国
期
に
か
け
て
在
地
社
会
の
要
請
に
応
じ
て
、
多
く
の
亡
魂
や
怨
霊
に
「
亡
霊
神
」「
霊
神
」
の
神

号
や
「
若
宮
」
と
い
う
社
号
を
授
与
し
て
神
格
を
上
昇
さ
せ
斎
き
祀
っ
て
い
る
33
。
そ
れ
は
徳
川
政
権
期
に
な
っ
て
も
、
慶
長
一
二
年
に

破
裂
し
た
多
武
峯
大
職
冠
像
へ
の
祈
念
や
野
狐
鎮
な
ど
を
行
っ
た
神
龍
院
梵
舜
を
は
じ
め
、
吉
田
神
道
は
積
極
的
に
怪
異
へ
の
対
応
を
行

い
、
そ
れ
を
通
し
て
朝
廷
か
ら
民
間
ま
で
広
く
展
開
し
て
い
っ
た
34
。

第
三
章

怪
異
で
あ
る
条
件

こ
こ
ま
で
一
七
世
紀
ま
で
の
怪
異
（
恠
異
）
を
概
観
し
て
き
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
冒
頭
で
掲
げ
た
本
論
の
目
的
、
一
七
世
紀
に
お
け

る
怪
異
で
あ
る
と
認
識
す
る
条
件
（
属
性
）、
つ
ま
り
当
時
の
人
々
は
何
を
「
あ
や
し
い
」
と
感
じ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

そ
の
足
が
か
り
と
し
て
、
ま
ず
前
代
の
事
例
を
取
り
上
げ
、
仮
説
を
立
て
た
上
で
検
討
を
行
い
た
い
。
そ
れ
は
『
経
覚
私
要
鈔
』
宝
徳

二
年
（
一
四
五
〇
）
三
月
二
四
日
に
記
さ
れ
た
奈
良
で
の
事
件
で
あ
る
。
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一
、
或
者
語
云
、
於
南
都
希
共
在
之
、
先
去
廿
日
比
歟
、
猿
澤
池
上
死
人
浮
上
、
若
人
身
ヲ
ナ
ク
ル
歟
、
不
分
明
、
是
一

於
一
言
主
、
狐
、
神
楽
ヲ
進
ケ
ル
、
是
二

一
言
主
御
供
此
間
不
取
之
、
是
三

大
佛
汗
カ
ヽ
セ
給
云
々
、
是
四

（
幕
カ
）

元
興
寺
吉
祥
堂
張
挙
、
両
方
端
食
切
、
是
五

於
御
社
（
春
日
社
）、
猿
ヲ
猪
食
殺
、
云
々
、
是
六

於
一
乗
院
塵
塚
火
柱
両
度
立
〈
正
月
ト
今
月
初
〉、
是
七

御
社
安
居
障
子
絵
、
於
勝
南
院
因
幡
絵
師
所
書
之
処
、
絵
師
共
両
三
人
喧
嘩
、
一
人
被
殺
害
了
、
仍
此
障
子
令
穢
之
間
、
別
沙
汰
直

云
々
、
是
八

条
々
希
以
外
之
慎
也
、
猿
澤
池
ヲ
ハ
廿
一
日
ニ
カ
ヱ
﹇

﹈
井
ノ
水
ヲ
入
云
々
、
其
日
於
池
端
、（
幸
徳
井
）
友
幸
﹇

﹈
供
沙
汰

之
、
御
供
共
大
風
吹
々
倒
了
、
是
も
﹇

﹈
事
也
云
々
、
旁
以
可
慎
�
�
35

「
希
」
は
お
そ
ら
く
「
希
代
之
事
」
を
略
し
た
表
現
36
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
狐
の
異
常
な
行
動
や
大
仏
が
汗
を
か
く

現
象
は
、
従
来
恠
異
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
37
。
ま
た
「
希
」
に
対
し
て
行
う
「
慎
」
は
、
恠
異
へ
の
代
表
的
な
対
応
手
段
で
あ
る
（
先

述
の
『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
参
照
）。
も
う
一
つ
、
時
を
下
っ
て
『
親
長
卿
記
』
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
一
一
月
五
日
条
を
見
る
と
、

晴
、
今
朝
将
軍
墳
鳴
動
。
或
仁
云
、
近
日
及
度
々
云
々
、

其
次
語
云
、

南
都
怪
異
有
数
ケ
、
猿
沢
池
水
如
泥
、
数
魚
死
去
云
々
、

東
大
寺
、
火
柱
立
云
々
、

南
円
堂
本
尊
瓔
珞
、
地
震
之
時
落
給
、

一
七
世
紀
の
怪
異
認
識

一
〇



春
日
祭
依
大
和
物
騒
〈
国
人
有
合
戦
事
〉
下
行
物
等
無
之
、
仍
延
引
云
々
、

又
、
春
日
山
鳴
動
云
々
、
同
有
（
闕
文
カ
）

又
聞
、
水
無
瀬
御
廟
〈
後
鳥
羽
院
〉
鳴
動
云
々
38

将
軍
塚
鳴
動
を
発
端
に
列
挙
さ
れ
る
「
南
都
怪
異
」
の
中
に
、
春
日
祭
が
合
戦
に
よ
っ
て
延
引
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、『
経
覚
私
要
鈔
』
の
絵
師
の
喧
嘩
が
「
希
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
時
期
も
著
者
も
異

な
る
二
つ
の
記
事
か
ら
窺
え
る
の
は
、「
南
都
希
」
と
「
南
都
怪
異
」
の
含
意
は
同
じ
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ

で
希＝

怪
異
、
怪�

異�

と�

は�

稀�

少�

な�

こ�

と�

を�

指�

す�

、
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
み
る
。

こ
の
仮
説
を
踏
ま
え
て
、
次
に
一
七
世
紀
の
事
例
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
最
初
に
、
仏
教
唱
導
説
話
を
文
芸
化
し
た
、「
仏
教
怪
異
小

説
の
嚆
矢
」39
と
さ
れ
る
『
奇
異
雑
談
集
』（
写
本
は
寛
永
末
〜
慶
安
年
間
頃
成
立
、
一
六
八
四
年
刊
）
を
取
り
上
げ
る
40
。
書
名
に
掲
げ

ら
れ
る
「
奇
異
」
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

『
奇
異
雑
談
集
』
に
は
「
き
い
の
事
な
り
」
と
い
う
表
現
が
一
箇
所
、
そ
し
て
「
奇
異
（
の
儀
）
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
表
現
が
三
箇
所

あ
る
。「
き
い
の
事
な
り
」
と
あ
る
下
│
一
五
は
『
祖
庭
事
苑
』
の
翻
案
で
、
楚
国
の
内
裏
の
鉄
柱
を
、
宮
仕
え
の
女
が
暑
さ
し
の
ぎ
に

抱
き
、
後
に
鉄
の
玉
を
出
産
し
た
事
に
使
わ
れ
て
い
る
。
一
方
「
奇
異
（
の
儀
）
に
あ
ら
ず
」
は
、
女
性
の
執
心
悪
業
の
お
そ
ろ
し
さ
を

説
く
話
（
上
│
四
）、
丸
太
橋
が
渡
れ
な
い
馬
を
老
人
の
知
恵
で
助
け
る
話
（
下
│
九
）、
そ
し
て
下
│
一
一
の
三
箇
所
で
あ
る
。
今
回
は

下
│
一
一
に
注
目
し
た
い
。
話
の
概
要
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

津
の
国
兵
庫
の
西
、
塩
屋
で
製
塩
業
を
営
む
男
が
夜
塩
釜
近
く
で
焚
き
火
を
し
て
い
る
と
、
子
供
を
抱
い
た
女
性
が
火
に
当
た
り
に

来
る
。
男
が
焚
き
火
越
し
に
そ
の
女
性
を
見
る
と
、
そ
れ
は
雁
を
く
わ
え
た
狐
だ
っ
た
。
男
は
棒
で
驚
か
し
、
狐
か
ら
雁
を
奪
う
。

次
の
日
に
市
へ
雁
を
売
り
に
行
こ
う
と
す
る
途
中
、
小
男
に
出
会
い
二
百
文
で
売
っ
た
。
だ
が
後
に
代
金
を
見
る
と
馬
の
骨
だ
っ

た
。一

七
世
紀
の
怪
異
認
識
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典
型
的
な
狐
に
化
か
さ
れ
る
話
だ
が
、
最
後
に
以
下
の
解
説
が
付
け
ら
れ
て
い
る
（
写
本
を
使
用
）。

世
に
狐
の
物
が
た
り
、
お
ほ
き
事
か
き
り
な
し
、
此
さ
う
た
ん
、
奇
異
の
儀
に
あ
ら
す

と
い
へ
ど
も
、
火
炎
の
中
に
お
ひ
て
、
そ
の
真
実
を
、
み
る
事
ふ
し
ぎ
に
あ
ら
ず
や
、
真
言
宗
に
、
護
摩
木
を
た
く
こ
と
、
八
千
枚

を
た
く
、
禅
法
に
い
は
く
、
三
世
の
諸
仏
、
火
炎
上
に
お
ひ
て
、
大
法
輪
を
転
ず
、
又
い
は
く
、
丹
霞
木
仏
を
焼
バ
、
院
主
看
、
眉

鬚
堕
落
す
、
と
云
々

こ
の
話
は
『
奇
異
雑
談
集
』
下
巻
の
草
稿
本
『
漢
和
希
異
』
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、「
世
に
狐
の
物
が
た
り
（
中
略
）
奇
異
の
儀
に

あ
ら
す
」
の
一
文
は
な
い
（「
火
炎
の
中
に
」
以
降
は
あ
り
）41
。

現
代
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
「
奇
異
」
に
思
え
る
話
で
も
、『
奇
異
雑
談
集
』
の
編
者
に
と
っ
て
は
「
奇
異
の
儀
に
あ
ら
す
」
な
の
で
あ

っ
た
。
何
故
「
奇
異
」
と
見
な
さ
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
は
前
文
に
あ
る
「
世
に
狐
の
物
が
た
り
、
お
ほ
き
事
か
き
り
な
し
」
だ
か
ら
で
あ

ろ
う
。
狐
に
化
か
さ
れ
る
話
は
数
多
あ
る
、
故
に
「
奇
異
」
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
稀
少
な
こ
と
が
「
奇
異
」
の
条
件
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
に
な
る
42
。
そ
れ
は
『
奇�

異�

雑
談
集
』
下
巻
草
稿
本
が
、『
漢
和
希�

異�

』
と
い
う
こ
と
に
示
唆
的
で
あ
る
。

た
だ
し
「
奇
異
の
儀
に
あ
ら
す
」
の
続
き
に
は
、
火
炎
越
し
に
狐
の
正
体
を
暴
く
こ
と
を
「
ふ
し
ぎ
」
と
し
て
い
る
。
不
思
議
（
不
可

思
議
）
は
本
来
仏
教
用
語
で
あ
り
、
火
の
効
能
を
諸
仏
の
霊
験
と
結
び
付
け
て
話
を
締
め
る
の
は
、『
奇
異
雑
談
集
』
に
ふ
さ
わ
し
い
終

わ
り
方
で
あ
る
。

注
意
す
べ
き
は
、「
奇
異
」
と
「
ふ
し
ぎ
」
が
区
別
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
奇�

異�

」
は�

、
仏�

の�

霊�

験�

と�

は�

関�

係�

の�

な�

い�

稀�

少�

な�

事�

象�

を�

指�

す�

と
、『
奇
異
雑
談
集
』
の
編
者
は
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
事
例
を
挙
げ
る
と
、
本
邦
初
の
百
物
語
怪
談
集
『
諸
国
百
物
語
』（
一
六
七
六
年
刊
）
の
巻
二
│
二
「
相
模
の
国
小
野
寺
村
の

ば
け
物
の
事
」
で
は
、「
め
づ
ら
し
き
こ
と
」
と
「
ふ
し
ぎ
」
が
同
じ
事
象
に
用
い
ら
れ
て
い
る
43
。

ま
た
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
刊
行
の
京
都
の
地
誌
『
京
羽
二
重
織
留
』
に
は
、「
奇
瑞
」
と
「
妖
怪
」
の
項
目
が
あ
り
、「
奇
瑞
」
は
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神
仏
の
霊
験
に
つ
い
て
、「
妖
怪
」
は
神
仏
と
は
無
関
係
な
、
不
可
思
議
な
現
象
に
つ
い
て
区
別
さ
れ
て
書
か
れ
て
い
る
44
。

そ
し
て
貞
門
俳
諧
師
で
、『
古
今
犬
著
聞
集
』
な
ど
の
仮
名
草
子
編
者
で
も
あ
っ
た
椋
梨
一
雪
の
『
続
著
聞
集
』（
一
七
〇
四
年
九
月

序
）
は
、
全
二
〇
篇
そ
れ
ぞ
れ
に
主
題
が
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
第
十
篇
の
主
題
が
「
奇
怪
」
で
あ
り
、
そ
の
「
奇
怪
」
に
つ
い
て
は
序

文
で
以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

奇
怪
と
は
、
凡
天
地
の
造
化
、
万
物
変
易
は
、
各
其
本
然
の
理
有
て
、
四
時
寒
煖
よ
り
及
大
小
屈
曲
に
至
ま
て
、
悉
訝
る
へ
き
に
あ

ら
す
、
然
る
に
間
（
々
）
処
々
に
起
り
、
物
々
に
付
而
、
非
常
の
こ
と
�
�
を
な
し
、
奇
異
の
業
を
現
し
て
耳
目
を
驚
す
事
あ
り
、

此
等
の
類
、
此
篇
に
お
さ
む
45

こ
こ
で
の
「
奇
怪
」
と
は
、「
非
常
」
な
「
奇
異
の
業
を
現
し
て
耳
目
を
驚
す
事
」
を
指
し
て
い
る
46
。
ま
た
「
奇
怪
篇
」
は
、
神
の

「
霊
妙
の
功
験
」
に
関
す
る
第
二
「
神
異
篇
」
と
区
別
さ
れ
た
編
成
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。

以
上
、
複
数
の
事
例
か
ら
、
あ
る
事
象
が
怪
異
（
奇
異
・
妖
怪
・
奇
怪
）
と
認
識
さ
れ
る
条
件
と
し
て
、
ま
ず
稀�

少�

で�

あ�

る�

こ�

と�

が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
通
時
的
な
も
の
で
あ
り
、
且
つ
儒
学
（
朱
子
学
）
の
「
怪
（
怪
異
）」
の
概
念
と
も
共
通
す
る
点
で
諸
教
一
致
的
な

属
性
と
い
え
る
。
た
だ
し
何
を
稀
少
だ
と
感
じ
る
か
は
、
認
識
す
る
側
の
社
会
環
境
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。ま

た
神�

仏�

の�

霊�

験�

と�

は�

無�

関�

係�

な�

奇�

妙�

な�

現�

象�

と
い
う
こ
と
も
、
怪
異
の
条
件
と
な
る
場
合
が
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
は
、
第
一
章
で
見
た
神�

仏�

が�

示�

す�

凶�

兆�

と�

し�

て�

の�

恠�

異�

と
は
位
相
が
異
な
っ
て
い
る
。
軒
廊
御
卜
に
よ
る
判
定
は
、
注
進

さ
れ
て
き
た
フ
シ
ギ
な
コ
ト
か
ら
政
治
的
な
意
味
を
引
き
出
す
手
段
、
言
い
換
え
れ
ば
、
怪
異
か
ら
恠
異
を
抽
出
す
る
行
為
で
あ
っ
た
。

そ
こ
に
神
仏
が
関
与
し
て
い
る
の
は
、
権
益
を
被
る
政
権
と
注
進
者
（
寺
社
）
双
方
の
利
害
関
係
が
大
き
く
影
響
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
。だ

が
室
町
期
以
降
、
軒
廊
御
卜
の
断
絶
や
恠
異
シ
ス
テ
ム
の
破
綻
が
生
じ
る
。
さ
ら
に
こ
の
時
期
以
降
曹
洞
宗
な
ど
が
地
方
で
仏
説
布
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教
を
行
う
際
、
殺
生
石
（
九
尾
狐
）
の
教
化
な
ど
、
怪
異
を
仏
教
に
帰
服
さ
せ
る
説
話
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
47
。
そ
う
し
た
民
間
へ

の
仏
説
布
教
を
強
め
て
い
く
過
程
（
仏
教
の
世
俗
化
）
に
お
い
て
、
僧
侶
は
神
仏
が
引
き
起
こ
す
恠
異
で
は
な
く
、
神
仏
と
関
係
の
な
い

怪
異
│
教
導
話
材
と
し
て
の
怪
異
を
語
り
仏
教
を
説
く
傾
向
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
そ
の
間
隙
を
埋
め
る
よ
う
に
吉

田
神
道
が
登
場
す
る
）。
い
わ
ば
官
か
ら
民
へ
の
仏
教
の
展
開
が
、
怪
異
の
内
容
に
も
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
第
一
章
で

見
た
新
儀
異
説
の
禁
止
が
、
社
会
秩
序
を
乱
し
か
ね
な
い
恠
異
で
は
な
く
、
救
済
の
「
方
便
」
と
し
て
民
間
に
怪
異
を
語
る
方
向
性
を
僧

侶
に
示
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
仏
教
と
社
会
の
関
係
性
の
変
化
が
、
神
仏
の
霊
験
と
関
係
の
な
い
怪
異
と
い
う
新
た
な
属

性
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
恠
異
の
（
政
治
的
な
）
凶�

兆�

と
い
う
性
質
、
言
い
換
え
れ
ば
不�

吉�＝

負�

の�

属�

性�

も
怪
異
の
条
件
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

『
日
葡
辞
書
』（
一
六
〇
三
年
刊
）
に
は
、
怪
異
（
恠
異
）
で
は
な
い
が
、「Y

ôqu
ai

（
妖
怪
）『
妖
ひ
怪
し
い
』
わ
ざ
わ
い
と
危
険
な
こ

と
と
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
48
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
負
の
属
性
は
恠
異
で

は
絶
対
条
件
で
あ
っ
て
も
、『
京
羽
二
重
織
留
』
の
よ
う
に
広
義
の
怪
異
で
は
必
ず
し
も
絶
対
の
条
件
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
怪
異
を

構
成
す
る
条
件
の
一
つ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章

経
験
論
的
怪
異
認
識

前
章
で
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
怪
異
と
認
識
さ
れ
る
に
は
、「
稀
少
で
あ
る
こ
と
」「
神
仏
と
の
関
係
の
有
無
」「
負
の
イ
メ
ー
ジ
」
が

条
件
（
属
性
）
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
で
は
、
そ
う
し
た
怪
異
認
識
の
も
と
、
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
対
応
を
行
っ
た
の
か
。

宗
教
儀
礼
や
法
度
と
は
異
な
る
対
応
を
仮
名
草
子
か
ら
考
え
て
み
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
仮
名
草
子
は
出
版
物
と
い
う
商
品
で
あ
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る
。
そ
れ
は
読
者
（
購
買
層
お
よ
び
読
み
聞
か
せ
の
対
象
）
の
関
心
や
知
識
を
反
映
し
た
上
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
記
さ

れ
る
怪
異
観
は
当
時
の
民
衆
の
理
解
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
「
京
や
ゐ
な
か
の
人
々
に
、
二
三
千
と
を
り
も
売
申
」49
し
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
清
水
物
語
』
を
取
り
上
げ
る
。『
清
水
物
語
』
は

寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
に
刊
行
さ
れ
、
作
者
は
儒
者
朝
山
意
林
庵
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
儒
学
に
基
づ
く
道
理
を
問
答
形
式
で
説
く
本

書
の
下
巻
に
は
、「
ば
け
物
ぞ
、
き
ど
く
、
ふ
し
ぎ
そ
、
と
い
へ
る
事
ハ
あ
る
こ
と
や
、
な
き
事
か
」
と
い
う
問
い
が
あ
り
、
回
答
者
の

老
人
は
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
。

よ
き
不
審
に
て
こ
そ
候
へ
、
あ
る
、
と
申
せ
は
、
鰯
の
か
し
ら
も
仏
に
な
る
な
ど
ゝ
思
ひ
て
、
木
の
き
れ
、
石
の
か
け
も
、
た
う
と

み
す
ぎ
て
、
お
ろ
か
に
あ
さ
ま
し
、
又
、
な
き
、
と
申
せ
は
、
神
も
な
く
、
仏
も
な
く
、
天
道
も
な
し
な
ど
ゝ
い
ひ
さ
み
し
て
、
物

こ
と
に
や
ぶ
れ
ぎ
を
い
だ
さ
れ
候
、
あ
る
に
て
も
候
ハ
す
、
な
き
に
て
も
候
ハ
す
と
申
せ
は
、
中
ぶ
ら
り
と
い
へ
る
も
の
に
て
、
わ

け
も
き
こ
へ
す
、
申
わ
け
ん
、
と
す
れ
は
、
い
と
む
つ
か
し
、
さ
り
な
か
ら
、
や
さ
し
く
、
少
人
の
御
た
つ
ね
候
を
、
す
こ
し
ハ
御

物
語
申
へ
し
、
よ
ろ
つ
の
事
、
み
な
、
ふ
し
ぎ
、
き
ど
く
な
る
ゆ
へ
に
、
わ
き
て
、
き
ど
く
と
も
、
ふ
し
ぎ
と
も
、
い
ふ
へ
き
事
な

し
、
見
な
れ
た
る
事
ハ
ふ
し
ぎ
に
な
き
と
思
ひ
、
み
な
れ
ぬ
事
あ
れ
は
、
き
ど
く
、
ふ
し
ぎ
と
思
ふ
事
に
て
候
、
其
子
細
ハ
、
鳥
の

空
と
ぶ
も
ふ
し
ぎ
に
て
候
ハ
す
や
、
お
さ
な
き
よ
り
み
な
れ
た
る
ゆ
へ
に
、
き
ど
く
と
も
、
お
も
は
ぬ
に
て
こ
そ
候
へ
、
さ
り
と
て

は
、
き
た
い
、
ふ
し
ぎ
の
第
一
な
り
。
魚
の
水
に
す
む
も
、
草
木
の
花
の
い
ろ
�
�
染
い
た
す
も
何
者
か
あ
り
て
、
か
様
に
才
工
を

い
た
す
と
も
し
ら
ぬ
ハ
、
み
な
ふ
し
ぎ
也
、
こ
れ
か
ら
ミ
れ
は
、
天
地
の
う
ち
に
、
た
れ
が
す
る
と
も
し
ら
ぬ
、
ふ
し
ぎ
は
な
に
ほ

ど
も
有
へ
し
、
と
心
を
す
へ
て
、
其
上
に
、
わ
が
心
に
こ
ゝ
ろ
え
ら
れ
ぬ
事
あ
ら
は
、
み
な
れ
、
き
ゝ
な
れ
ぬ
に
て
こ
そ
あ
れ
、
こ

と
ハ
り
を
思
ひ
あ
た
り
た
ら
は
、
ふ
し
ぎ
に
て
も
、
き
ど
く
に
て
も
あ
る
ま
し
き
、
と
思
ふ
へ
し
、
石
か
物
を
い
ひ
、
石
か
空
を
と

ぶ
と
も
有
ま
し
き
こ
と
く
、
お
ど
ろ
く
へ
か
ら
す
、
こ
れ
は
何
ゆ
へ
に
、
か
く
の
ご
と
く
あ
る
ぞ
、
と
、
し
り
た
る
人
に
、
と
い
た

ら
ん
ハ
、
う
た
が
ひ
は
れ
て
ゆ
く
へ
し
、
そ
の
ほ
か
、
狐
、
狸
の
し
は
さ
ま
て
も
、
よ
く
こ
と
ハ
り
を
し
り
ぬ
れ
は
、
お
ど
ろ
く
事
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さ
ら
に
な
し
、
き
ど
く
、
ふ
し
ぎ
ハ
め
な
れ
ぬ
も
の
と
き
ゝ
な
れ
ぬ
こ
と
な
り
、
と
お
も
へ
は
、
き
ど
く
も
、
ふ
し
ぎ
も
な
し
、
神

の
事
も
、
仏
の
事
も
、
き
ど
く
な
る
事
ハ
、
ま
こ
と
の
道
に
あ
ら
す
、
き
ど
く
な
き
か
、
み
な
、
き
ど
く
と
お
も
ふ
へ
し
。
何
事
も

ま
ど
ハ
す
し
て
、
し
か
も
や
ふ
ら
ぬ
は
な
し
50

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
吉
江
久
彌
氏
の
適
確
な
整
理
が
あ
る
の
で
引
用
す
る
（
傍
線
部
参
照
）51
。

ⅰ
天
地
間
に
存
在
す
る
一
切
の
も
の
が
不
思
議
奇
特
な
の
で
あ
っ
て
、
特
に
不
思
議
奇
特
だ
と
い
う
も
の
は
な
い
。
神
仏
の
こ
と
で
も
同

じ
。

ⅱ
人
々
が
不
思
議
に
思
う
の
は
、
そ
の
事
そ
の
物
を
見
聞
き
し
馴
れ
な
い
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。

ⅲ
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
言
え
ば
、
不
思
議
は
多
い
が
、
そ
れ
も
道
理
さ
え
判
れ
ば
何
の
不
思
議
も
な
い
。

ⅱ
か
ら
『
清
水
物
語
』
で
も
、
稀
少
性
が
「
ふ
し
ぎ
」「
き
ど
く
」「
ば
け
物
」
と
認
識
さ
れ
る
た
め
の
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す

る
。
ま
た
世
界
全
体
が
不
思
議
だ
と
い
う
前
提
の
も
と
、
物
事
の
道
理
を
知
る
こ
と
で
、
不
思
議
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
点
は
、
儒
学

（
朱
子
学
）
の
格
物
致
知
に
つ
な
が
る
発
想
で
あ
る
52
。
こ
れ
は
、
一
八
世
紀
以
降
の
近
世
怪
異
小
説
に
登
場
す
る
儒
者
の
役
割
を
考
究

し
た
近
藤
瑞
木
氏
が
「
一
般
に
儒
学
は
合
理
的
な
学
問
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
近
世
の
儒
家
思
想
は
必
ず
し
も
怪
異
を
非

合
理
的
な
も
の
と
し
て
否
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
存
在
を
合
理
化
す
る
こ
と
で
、
そ
の
神
秘
性
、
超
越
性
を
否
定

し
よ
う
と
し
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
53
点
と
大
き
く
重
な
る
。

こ
の
『
清
水
物
語
』
に
対
し
、『
清
水
物
語
』
版
行
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
論
難
書
『
祇
園
物
語
』
の
説
を
次
に
見
て
み
る
。

神
変
カ

『
祇
園
物
語
』
で
は
、
回
答
者
で
あ
る
僧
が
「
大
神
反
経
」
に
も
あ
る
よ
う
に
万
物
が
神
変
（
奇
特
）
で
あ
り
、「
老
人
の
申
さ
れ
し

と
、
同
し
事
や
ら
ん
」
と
『
清
水
物
語
』
を
ま
ず
首
肯
す
る
。
し
か
し
「
さ
ハ
あ
れ
ど
」
と
し
て
、
日
常
的
に
起
き
る
物
事
を
「
定
の
き

と
く
」「
常
の
き
ど
く
」、
非
日
常
的
な
物
事
を
「
異
相
の
き
と
く
」「
き
ど
く
神
反
」
と
区
別
し
、
後
者
を
「
ふ
し
ぎ
と
申
す
」
と
位
置

付
け
、『
清
水
物
語
』
と
差
別
化
を
図
っ
て
い
る
点
が
、
一
つ
目
の
特
徴
で
あ
る
。
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そ
の
背
景
に
は
、『
祇
園
物
語
』
で
頻
用
さ
れ
る
表
現
「
目
前
」
へ
の
批
判
が
あ
る
。
こ
の
「
目
前
」
と
は
現
実
の
こ
と
を
指
し
、
現

実
に
あ
る
事
象
の
み
を
重
視
す
る
儒
学
の
道
理
へ
の
不
満
が
そ
の
表
現
に
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
54
。「
一
々
の
法
（
存
在
）、
ミ
な
目

前
に
見
へ
た
る
事
、
き
と
く
に
て
、
其
上
に
異
相
あ
る
を
、
き
ど
く
神
反
と
申
に
や
」
と
い
う
文
に
も
、
こ
の
点
は
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
僧
は
「
異
相
も
真
如
の
理
に
、
万
法
を
具
し
け
る
」
と
、
不
思
議
の
領
域
で
あ
る
異
相
に
も
「
真
如
の
理
」
が
あ
る
と
い
う
。

「
真
如
の
理
」
は
「
深
き
理
」（
上
五
）
と
同
義
で
仏
法
を
指
し
、「
目
前
」
と
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
55
。
つ
ま
り
『
清
水
物
語
』
の

示
す
道
理
の
外
側
に
、「
異
相
の
き
と
く
」
と
そ
れ
に
内
在
す
る
「
真
如
の
理
」
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
仏
教
の
優
位
性
を
主
張
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
『
清
水
物
語
』
と
『
祇
園
物
語
』
は
思
想
的
な
差
異
は
あ
っ
て
も
、
万
物
に
道
理
（「
真
如
の
理
」）
が
存
在
し
、

そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
で
不
思
議
（
異
相
の
き
と
く
）
を
克
服
す
る
点
で
は
、
ど
ち
ら
の
論
調
に
も
大
差
は
な
い
。

二
つ
目
の
特
徴
は
、『
清
水
物
語
』
に
は
な
い
「
あ
や
し
み
」、
つ
ま
り
恠
異
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
僧
は
先
述
の
説
と

関
連
さ
せ
な
が
ら
、
善
政
や
修
徳
の
た
め
の
必
要
悪
と
し
て
恠
異
は
必
要
だ
と
主
張
す
る
。
ま
た
恠
異
の
対
極
に
あ
る
祥
瑞
も
同
様
に
必

要
で
あ
る
と
す
る
。

続
い
て
、
山
岡
元
隣
・
元
恕
編
『
古
今
百
物
語
評
判
』（
一
六
八
六
年
刊

以
下
『
評
判
』
と
略
記
）
を
取
り
上
げ
る
。
巻
四
│
八

「
西
寺
町
墓
の
燃
え
し
事
」
の
最
後
に
は
、「
其
珍
し
き
に
付
き
て
、
或
は
ば
け
物
と
名
付
け
不
思
議
と
云
へ
り
、
世
界
に
不
思
議
な
し
、

世
界
皆
ふ
し
ぎ
な
り
」56
と
あ
る
。『
評
判
』
は
、
北
村
季
吟
門
下
で
あ
っ
た
元
隣
が
京
都
六
条
で
行
っ
た
百
物
語
怪
談
会
と
そ
こ
で
の
解

説
を
、
元
隣
没
後
に
子
の
元
恕
が
編
集
刊
行
し
た
も
の
で
あ
る
。
従
来
の
百
物
語
怪
談
と
異
な
り
、
先
生
（
元
隣
）
が
儒
学
や
仏
教
な
ど

の
知
識
を
駆
使
し
て
怪
異
を
論
断
し
て
い
る
点
に
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
う
し
た
趣
向
の
中
で
、
先
生
は
「
珍�

し�

き�

」
物�

を�

「
ば�

け�

物�

」、
事�

を�

「
不�

思�

議�

」
と
位
置
づ
け
、『
清
水
物
語
』『
祇
園
物
語
』
と
同
趣
旨
を
「
世
界
に
不
思
議
な
し
、
世
界
皆
ふ
し
ぎ
な
り
」
の

短
文
で
適
確
に
表
現
し
て
い
る
。

た
だ
し
『
評
判
』
は
没
後
出
版
の
た
め
、
厳
密
に
は
元
隣
の
準
著
作
物
と
い
う
位
置
づ
け
と
な
る
。
で
は
、
元
隣
の
思
想
を
生
前
の
著
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作
『
小
さ
か
づ
き
』（
一
六
七
一
年
刊
）
巻
五
第
一
一
「
日
待
の
雑
談
の
事
」
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
「
か
の
出
家
の
、
い
へ
る
や
う
、

せ
か
い
の
う
ち
に
、
い
つ
れ
か
、
ふ
し
ぎ
、
い
つ
れ
か
、
ふ
し
き
な
ら
ざ
る
ハ
、
な
し
、
ふ
し
ん
を
、
た
つ
れ
ば
、
い
つ
れ
も
、
ふ
し
ぎ

也
、
さ
れ
ど
も
、
よ
の
つ
ね
の
人
々
、
め
づ
ら
し
き
事
ハ
、
ふ
し
き
、
と
、
お
も
へ
る
、
み
な
気
の
ま
よ
ひ
也
」57
と
、『
評
判
』
と
同
じ

主
張
し
て
い
る
。

以
上
、
珍
し
い
物
事
を
怪
異
と
し
て
認
識
す
る
視
座
は
、
仮
名
草
子
で
も
確
認
で
き
た
。
そ
れ
は
稀
少
な
物
事＝

怪
異
と
い
う
理
解

が
、
当
時
の
「
常
識
」
と
し
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
作
品
群
で
怪
異
へ
の
対
応
策
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
稀
少
性
の
克
服
で
あ
る
。
つ
ま
り
世
界
は
不
思
議
そ
の
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
意
識
し
て
道
理
を
理
解
す
れ
ば
、
自
ず
と
不
思
議
に
思
わ
な
く
な
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
怪
異
の
原
因

を
珍
し
く
思
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
無
知
や
未
経
験
に
由
来
し
た
も
の
と
す
る
認
識
を
、「
経
験
論
的
怪
異
認
識
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

た
い
。

こ
の
経
験
論
的
怪
異
認
識
は
二
つ
の
対
応
の
方
向
性
を
も
つ
。
一
つ
は
、
経
験
を
積
ん
だ
り
知
識
を
修
得
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
怪
異

に
関
わ
る
道
理
や
機
能
を
把
握
し
克
服
す
る
こ
と
（
宗
教
儀
礼
や
法
度
も
こ
れ
に
含
む
）。
も
う
一
つ
は
、
怪
異
は
そ
も
そ
も
起
き
る
も

の
だ
か
ら
殊
更
に
怪
し
む
必
要
は
な
い
、
い
わ
ば
非
合
理
を
非
合
理
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
と
い
う
、
逆
説
的
な
合
理
性
を
獲
得

す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
合
理
性
の
獲
得
と
い
う
点
で
差
異
は
な
い
58
。

ま
た
こ
の
怪
異
認
識
は
、
さ
ら
に
内
と
外
へ
展
開
す
る
可
能
性
を
孕
む
。
内
と
は
、
怪
異
を
人
の
心
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る

も
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
は
『
徒
然
草
』
や
『
性
理
字
義
』、
ま
た
河
内
屋
可
正
の
思
想
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
59
。
た
だ
し
こ
の
唯
心
論

的
な
認
識
は
、
怪
異＝

心
因
性
の
幻
覚
と
い
う
否
定
だ
け
で
は
な
く
、
怪
異
に
遭
遇
し
た
場
合
に
心
の
不
安
に
よ
っ
て
更
な
る
災
い
を
引

き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
、
怪
異
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
主
張
も
見
ら
れ
る
。

一
方
、
外
と
は
、
怪
異
を
他
者
（
モ
ノ
）
と
し
て
捉
え
る
、
ま
た
は
あ
る
モ
ノ
の
仕
業
と
す
る
見
方
で
あ
る
。
例
と
し
て
辞
書
『
節
用

一
七
世
紀
の
怪
異
認
識

一
八



集
』
で
「
妖
怪
」「
妖
化
物
」
と
い
う
言
葉
が
生
類
と
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
不
思
議
な
こ
と
は
狐
狸
の
仕
業
で
あ
る
と
い
う

当
時
の
「
常
識
」
が
挙
げ
ら
れ
る
60
。

お

わ

り

に

本
論
で
は
、
一
七
世
紀
の
怪
異
を
め
ぐ
っ
て
、
当
時
の
恠
異
・
怪
異
の
様
相
、
怪
異
と
さ
れ
る
属
性
（
条
件
）、
怪
異
へ
の
対
応
と
い

う
面
か
ら
考
察
を
行
っ
た
。
こ
れ
ら
は
複
合
す
る
か
た
ち
で
、
一
七
世
紀
（
近
世
）
の
怪
異
を
取
り
巻
く
状
況
を
構
成
し
た
。
怪
異
は
当

時
の
社
会
を
把
握
す
る
た
め
の
合
理
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
一
定
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
。

た
だ
し
、
今
回
明
ら
か
に
し
た
点
だ
け
で
近
世
の
怪
異
全
て
を
言
い
表
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
本
論
は
あ
く
ま
で
も
、
近
世
の
怪
異
の

全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
緒
を
示
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
本
論
を
踏
ま
え
る
か
た
ち
で
、
近
世
の
怪
異
を
め
ぐ
る
研
究
61
が
さ

ら
に
深
化
す
る
こ
と
を
望
む
ば
か
り
で
あ
る
。

註⑴

東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
怪
異
学
の
可
能
性
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
九

以
下
『
可
能
性
』
と
略
記
）、
森
正
人
「
モ
ノ
ノ
ケ
・
モ
ノ
ノ
サ
ト
シ

・
物
恠
・
恠
異
│
憑
霊
と
怪
異
現
象
と
に
か
か
わ
る
語
誌
│
」（『
国
語
国
文
学
研
究
』
二
七
、
一
九
九
一
）、
田
中
貴
子
「『
渓
嵐
拾
葉
集
』
に
お

け
る
「
怪
異
」
の
諸
相
」（『『
渓
嵐
拾
葉
集
』
の
世
界
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
）、
大
塚
光
信
「
ア
ヤ
カ
シ
と
ア
ヤ
カ
リ
」（
土
井
先

生
頌
寿
記
念
論
文
集
刊
行
会
編
『
国
語
史
へ
の
道
』
上

三
省
堂
、
一
九
八
一
）
な
ど
。

⑵

ひ
ろ
た
ま
さ
き
「『
世
直
し
』
に
見
る
民
衆
の
世
界
像
」（『
日
本
の
社
会
史
』
七

岩
波
書
店
、
一
九
八
七

後
に
『
差
別
の
視
線
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
九
八
所
収
）、
横
山
泰
子
『
江
戸
東
京
の
怪
談
文
化
の
成
立
と
変
遷
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
七
）、
堤
邦
彦
『
江
戸
の
怪
異
譚
』（
ぺ
り

か
ん
社
、
二
〇
〇
四
）、
香
川
雅
信
『
江
戸
の
妖
怪
革
命
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
〇
五
）
な
ど
。

⑶

京
極
夏
彦
『
妖
怪
の
理

妖
怪
の
檻
』（
角
川
書
店
、
二
〇
一
一
）。
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⑷

註
⑴
『
可
能
性
』
第
一
章
、
久
禮
旦
雄
「
古
代
史
料
（
史
書
・
法
典
）
と
怪
異
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
編
『
怪
異
学
入
門
』
岩
田
書
院
、
二
〇

一
二

以
下
『
入
門
』
と
略
記
）
な
ど
。

⑸

軒
廊
御
卜
の
対
象＝

恠
異
と
な
っ
た
の
は
、
現
代
の
怪
異
に
つ
な
が
る
不
思
議
な
あ
や
し
い
現
象
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
軒
廊
御
卜
の
対
象
と
な

り
う
る
社
会
で
起
き
る
不
思
議
な
現
象
を
、
註
⑴
『
可
能
性
』
に
倣
っ
て
「
フ
シ
ギ
な
コ
ト
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
す
る
。

⑹
〜
⑻

高
谷
知
佳
「
室
町
期
の
大
織
冠
像
破
裂
│
中
世
に
お
け
る
宗
教
的
法
理
の
射
程
」（『
法
学
論
叢
』
一
六
七
│
三
、
二
〇
一
〇
）。

⑼

西
岡
芳
文
「
六
壬
式
占
と
軒
廊
御
卜
」（
今
谷
明
編
『
王
権
と
神
祇
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
二
）。
西
岡
氏
に
よ
れ
ば
、
軒
廊
御
卜
が
史
料
上
最

後
に
確
認
で
き
る
の
は
、
延
徳
二
年
（
一
四
九
〇
）
と
さ
れ
る
。
ま
た
軒
廊
御
卜
な
ど
の
陰
陽
道
の
さ
ま
ざ
ま
な
技
術
や
伝
承
は
、
豊
臣
政
権
の

陰
陽
道
弾
圧
に
よ
っ
て
決
定
的
に
断
絶
し
た
と
い
う
。

⑽
『
続
史
料
大
成

多
聞
院
日
記
』（
臨
川
書
店
、
一
九
七
八
）
に
よ
る
。

⑾
『
当
代
記
』
慶
長
三
年
八
月
一
六
日
。『
当
代
記
』
は
『
史
籍
雑
纂

当
代
記
・
駿
府
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
五
）
に
よ
る
。

⑿

笹
本
正
治
『
鳴
動
す
る
中
世
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
）
は
、
林
鵞
峰
編
『
本
朝
通
鑑
』
の
慶
長
四
年
に
秀
吉
の
墓
が
鳴
っ
た
と
い
う
記
事

マ

マ

に
注
目
し
、「
鳴
動
が
先
祖
と
子
孫
を
つ
な
ぐ
と
の
意
識
の
一
端
」
を
見
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
続
史
愚
抄
』「
今
春
、
故
太
政
大
臣
〈
秀

吉
〉
廟
鳴�

云
〈
本
朝
通
鑑
〉」
に
依
拠
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、『
本
朝
通
鑑
』
の
該
当
箇
所
を
確
認
す
る
と
、「
是
春
、
秀
吉
廟
成�

」
つ
ま
り

秀�

吉�

廟�

の�

完�

成�

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
（『
言
継
卿
記
』
な
ど
で
は
、
こ
の
頃
か
ら
秀
吉
廟
に
参
詣
し
始
め
て
い
る
）。「
鳴
」
は
単
な
る
同
音
異

字
で
あ
っ
て
、
笹
本
氏
の
主
張
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

⒀
『
続
史
愚
抄
』
は
『
国
史
大
系

続
史
愚
抄
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
）
に
よ
る
。

⒁

藤
田
覚
『
天
皇
の
歴
史
０６

江
戸
時
代
の
天
皇
』（
講
談
社
、
二
〇
一
一
）。『
春
寝
覚
』
に
関
す
る
研
究
は
、
他
に
野
村
玄
「
近
世
前
期
の
幕
府

に
よ
る
公
家
へ
の
行
動
規
制
と
身
分
制
」（『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
二
三
〇
、
二
〇
一
二
）
な
ど
が
あ
る
。

⒂
『
春
寝
覚
』
は
『
茶
湯

研
究
と
資
料
』
四
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
一
）
の
翻
刻
に
よ
る
。

⒃
『
春
寝
覚
』
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
、
後
水
尾
天
皇
が
興
子
内
親
王
（
明
正
天
皇
）
に
送
っ
た
御
教
訓
書
に
は
、「
天
地
人
の
三
才
ハ
、
其
も
と
一
致
な

る
が
ゆ
へ
に
、
天
地
に
災
あ
れ
ハ
、
人
に
を
よ
ふ
こ
と
は
り
也
。
依
之
、
天
変
地
妖
出
現
す
る
時
、
諸
道
勘
文
を
た
て
ま
つ
り
て
、
御
つ
ゝ
し
ミ

あ
る
事
、
常
の
事
也
。
さ
れ
と
も
熟
思
に
、
天
地
に
は
私
な
く
、
人
に
は
私
あ
る
事
な
れ
は
、
政
道
た
ゝ
し
か
ら
す
し
て
、
急
難
す
て
に
出
来
せ

む
と
す
る
時
、
其
災
天
地
に
及
て
、
妖
怪
出
現
す
へ
き
事
な
る
歟
。
然
ハ
人
道
の
変
、
本
な
れ
ば
、
前
非
を
あ
ら
た
め
、
弥
深
く
つ
ゝ
し
ま
る
へ

き
事
に
こ
そ
」
と
あ
る
。
天
変
地
妖
の
原
因
を
天
地
で
は
な
く
、
人
の
「
私
」
に
求
め
て
い
る
点
は
『
春
寝
覚
』
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
な
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お
、
こ
の
御
教
訓
書
に
関
し
て
は
、
野
村
玄
「『
後
水
尾
上
皇
（
法
皇
）
宸
筆
教
訓
書
』
と
後
光
明
天
皇
の
学
問
」（『
日
本
近
世
国
家
の
確
立
と

天
皇
』
清
文
堂
、
二
〇
〇
六
）
を
参
照
の
こ
と
。

⒄
『
妙
法
院
史
料

堯
恕
法
親
王
日
記
』
一
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
）。

⒅
『
天
皇
皇
族
実
録

桃
園
天
皇
実
録
』（
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
六
）。

⒆

武
家
伝
奏
広
橋
兼
胤
の
「
公
武
御
用
日
記
」
に
は
、
こ
の
「
釜
鳴
恠
異
」
に
つ
い
て
、
摂
政
一
条
道
香
か
ら
加
茂
社
伝
奏
葉
室
頼
要
に
こ
の
件
を

糺
明
す
る
よ
う
に
命
じ
ら
れ
、
神
主
・
惣
代
ら
に
問
答
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
（
五
月
一
八
日
『
大
日
本
近
世
史
料

広
橋
兼
胤
公

武
御
用
日
記
』
二
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
）。
こ
こ
か
ら
幕
府
中
枢
ま
で
に
は
届
か
な
い
も
の
の
、
恠
異
に
関
す
る
案
件
は
武
家
伝
奏

ま
で
に
は
届
き
、
記
録
・
蓄
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

⒇

大
坂
の
陣
や
徳
川
家
康
の
死
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
「
不
吉
の
徴
」
伊
勢
躍
、
或
い
は
彗
星
な
ど
全
国
で
体
験
す
る
人
が
多
い
天
変
地
異
は
、
大
坂

の
陣
以
降
も
『
徳
川
実
紀
』
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
怪
異
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
れ
て
い
な
い
。
な
お
伊
勢
躍
が
本
来
凶
兆
で
は
な
か
っ
た
こ

と
は
、
拙
稿
「
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』「
僧
正
谷
」
を
読
み
解
く
」（『
書
物
・
出
版
と
社
会
受
容
』
五
、
二
〇
〇
八
）
を
参
照
の
こ
と
。
ま
た

杉
岳
志
「
徳
川
将
軍
と
天
変
」（『
歴
史
評
論
』
六
六
九
、
二
〇
〇
六
）
は
、
一
七
世
紀
後
期
か
ら
一
八
世
紀
に
お
け
る
幕
府
の
天
変
を
め
ぐ
る
動

向
を
考
察
し
て
い
る
。

21

小
宮
木
代
良
「『
徳
川
実
紀
』
と
幕
府
日
記
」（
歴
史
科
学
協
議
会
編
『
歴
史
を
よ
む
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
）。

22

井
上
智
勝
「
近
世
日
本
の
国
家
祭
祀
」（『
歴
史
評
論
』
七
四
三
、
二
〇
一
二
）。

23

同
右
で
、
井
上
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
幕
府
も
諸
国
寺
社
に
祈
祷
命
令
権
を
持
っ
て
い
た
が
、
多
く
は
将
軍
家
の
私
的
祈
願
と
し
て
の
性
格
が

強
く
、
ま
た
財
政
難
に
よ
る
規
模
縮
小
も
あ
っ
た
な
か
で
、
や
は
り
恠
異
に
対
す
る
儀
礼
的
対
応
は
基
本
的
に
朝
廷
が
司
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
当
時
朝
廷
が
祭
祀
・
祈
祷
を
行
う
に
は
、
幕
府
の
経
済
的
支
援
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
た
め
、
幕
府
が
間
接
的
に
恠
異
に
関
わ
っ
て
い

た
と
も
表
現
で
き
る
。

24
『
京
都
町
触
集
成
』
別
巻
二
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
）
四
一
四
。
な
お
東
谷
智
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
こ
の
町
触
は
京
都
発
の
も
の
で
あ
る
。

25
「
諸
宗
寺
院
法
度
」
は
『
徳
川
禁
令
考
』
前
集
第
五
（
創
文
社
、
一
九
五
九
）
に
よ
る
。

26

新
儀
異
説
の
禁
止
や
法
度
に
よ
る
怪
異
（
恠
異
）
の
統
制
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
近
世
社
会
の
成
立
と
近
世
的
怪
異
の
形
成
」（
註
⑴
『
可
能
性
』

所
収
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
馬
が
人
語
を
話
す
現
象
は
中
世
の
『
看
聞
御
記
』
や
浅
井
了
意
『
伽
婢
子
』（
一
六
六
六
年
刊
）
巻
一
三
「
馬

人
語
を
な
す
怪
異
」
な
ど
、
古
く
か
ら
見
ら
れ
る
怪
異
で
あ
る
。
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27
『
日
本
古
典
文
学
大
系

古
今
著
聞
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
）
に
よ
る
。

28

久
留
島
元
「『
古
今
著
聞
集
』「
怪
異
」「
変
化
」
篇
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
典
文
学
研
究
』
二
、
二
〇
一
二
）。

29

註
⑹
高
谷
氏
前
掲
論
文
、
同
「
室
町
王
権
と
都
市
の
怪
異
」（
註
⑴
『
可
能
性
』
所
収
）。

30

高
谷
知
佳
「
中
世
都
市
京
都
と
「
恠
異
」
の
流
通
」（『
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
設
立
十
周
年
記
念
公
開
講
座
』
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、
二
〇
一
一
）。

31

横
田
冬
彦
「
城
郭
と
権
威
」（『
岩
波
講
座
日
本
通
史
』
一
一
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
）。

32

恠
異
と
都
市
民
の
怪
異
観
が
混
淆
し
た
別
の
事
例
と
し
て
、『
当
代
記
』
慶
長
一
一
年
五
月
廿
五
日
条
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
伊
豆
│
江
戸
間
で
の

石
運
送
船
破
損
と
伏
見
で
の
光
物
と
を
関
連
さ
せ
た
記
述
に
続
け
て
、「
凶
兆
」
と
さ
れ
た
「
や
ふ
れ
車
と
云
変
化
の
物
」
の
噂
が
語
ら
れ
た
も

の
で
、
天
下
普
請
に
ま
つ
わ
る
恠
異
と
都
市
で
発
生
す
る
怪
異
が
並
列
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

33

井
上
智
勝
『
近
世
の
神
社
と
朝
廷
権
威
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
）。

34

同
右
、
註
31
横
田
氏
前
掲
論
文
、
井
上
智
勝
「
近
世
の
「
怪
異
」
と
神
祇
管
領
長
上
吉
田
家
」（
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
二
〇
〇
七
年
度
大
会
報
告

レ
ジ
ュ
メ
）、
吉
田
伸
之
『
日
本
の
歴
史
一
七

成
熟
す
る
江
戸
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
二
）、
同
「
三
井
と
妖
怪
」（『
西
鶴
と
浮
世
草
子
研
究
』

二
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
）、
橋
本
政
宣
「
憑
霊
信
仰
と
吉
田
神
道
の
祈
祷
」（『
朱
』
四
一
、
一
九
九
八
）
な
ど
。
ま
た
渡
辺
尚
志
「
諏
訪
の

村
々
の
近
世
│
現
長
野
県
富
士
見
町
域
を
対
象
に
」（
渡
辺
尚
志
編
『
村
か
ら
み
た
近
世
』
校
倉
書
房
、
二
〇
一
〇
）
で
は
、
長
野
県
富
士
見
町

域
に
残
る
狐
憑
き
関
係
史
料
に
は
、
村
の
対
応
と
し
て
上
京
し
吉
田
家
へ
狐
憑
き
の
御
祓
い
を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
（
依
頼
の
書
式
も
定
型

化
し
て
い
る
）、
こ
れ
を
通
じ
て
村
人
た
ち
が
朝
廷
や
公
家
に
目
を
向
け
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
す
る
。

35
『
史
料
纂
集

経
覚
私
要
鈔
』
二
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
三
）
に
よ
る
。

36

西
山
克
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、「
希
」
は
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
な
ど
、
大
和
国
で
の
記
録
類
に
よ
く
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
。

37

大
仏
が
汗
を
か
く
（
結
露
す
る
）
こ
と
を
恠
異
と
す
る
例
と
し
て
、『
類
従
符
宣
抄
』「
恠
異
」
の
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
一
月
一
七
日
の
官
宣

旨
な
ど
が
あ
る
。

38
『
増
補
史
料
大
成

親
長
卿
記
』
三
（
臨
川
書
店
、
一
九
六
五
）
に
よ
る
。

39

堤
邦
彦
「
近
世
の
説
話

仏
教
怪
異
譚
の
系
譜
」（『
時
代
別
日
本
文
学
史
事
典

近
世
編
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
七
）。

40
『
奇
異
雑
談
集
』
は
『
仮
名
草
子
集
成
』
二
一
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
八
）
に
よ
る
。

41

冨
士
昭
雄
「
資
料
紹
介

漢
和
希
夷
」（『
駒
沢
国
文
』
九
、
一
九
七
二
）
の
翻
刻
に
よ
る
。

42

奇
異
と
稀
少
性
の
関
係
は
、
実
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
見
ら
れ
る
。
小
峯
和
明
氏
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
奇
異
」
と
「
希
有
」
の
使

一
七
世
紀
の
怪
異
認
識

二
二



い
分
け
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
（「
雑
談
の
時
代

説
話
の
表
現
史
」（『
説
話
の
森
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
））。

43
『
叢
書
江
戸
文
庫
二

百
物
語
怪
談
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
七
）
に
よ
る
。

44

註
⑶
京
極
氏
前
掲
書
。『
京
羽
二
重
織
留
』
に
関
し
て
、
京
極
氏
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
「
日
本
に
お
け
る
怪
異
・
怪
談

文
化
の
成
立
と
変
遷
に
関
す
る
学
際
的
研
究
」
で
の
土
居
浩
氏
の
報
告
「
怪
異
の
分
節
│
『
京
羽
二
重
織
留
』
の
『
妖
怪
』
を
め
ぐ
っ
て
」
に
依

っ
て
い
る
。
な
お
『
京
羽
二
重
織
留
』
で
「
妖
怪
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
項
目
は
、「
狐
尾
、
乗
白
駒
・
仏
像
祟
・
老
翁
現
・
飛
火
、
移
堂
」

で
あ
る
。

45
『
仮
名
草
子
集
成
』
四
五
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
）
に
よ
る
。

46

こ
の
「
奇
怪
」
の
説
明
は
、
朱
子
学
に
よ
る
『
論
語
』
述
而
編
「
子
不
語
怪
力
乱
神
」
の
「
怪
（
怪
異
）」
の
解
釈
、
つ
ま
り
常
の
対
立
概
念
と

い
う
位
置
づ
け
と
似
て
い
る
。
た
だ
し
朱
子
学
で
の
「
怪
異
」
は
、
鬼
神
の
範
疇
に
含
ま
れ
る
も
の
な
の
で
（
三
浦
國
雄
「
鬼
神
論
」『
朱
子
と

気
と
身
体
』（
平
凡
社
、
一
九
九
七
））、
厳
密
に
は
「
奇
怪
」
と
朱
子
学
の
「
怪
異
」
と
は
異
な
る
。

47

原
田
正
俊
『
日
本
中
世
の
禅
宗
と
社
会
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
）、
堤
邦
彦
『
近
世
仏
教
説
話
の
研
究
』（
翰
林
書
房
、
一
九
九
六
）、
同

『
近
世
説
話
と
禅
僧
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
九
）
な
ど
。
ま
た
伊
藤
聡
『
神
道
と
は
何
か
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
二
）
で
は
、
こ
の
よ
う

な
状
況
を
「
奈
良
時
代
の
神
身
離
脱
の
再
現
の
ご
と
き
も
の
」
と
表
現
し
て
い
る
。

48
『
邦
訳

日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
）
に
よ
る
。

49
『
祇
園
物
語
』
序
。『
祇
園
物
語
』
は
『
仮
名
草
子
集
成
』
二
二
（
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
八
）
に
よ
る
。

50
『
清
水
物
語
』
は
同
右
『
仮
名
草
子
集
成
』
二
二
に
よ
る
。

51

吉
江
久
彌
「
筍
殺
人
事
件
考
│
西
鶴
に
お
け
る
怪
異
と
人
間
」『
西
鶴

思
想
と
作
品
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
四
）。

52

島
田
虔
次
『
朱
子
学
と
陽
明
学
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
）。

53

近
藤
瑞
木
「
儒
者
の
妖
怪
退
治
│
近
世
怪
異
譚
と
儒
家
思
想
」（『
日
本
文
学
』
五
五
│
四
、
二
〇
〇
六
）

54
55

江
本
裕
「
教
義
問
答
体
小
説
の
実
相
」（『
近
世
前
期
小
説
の
研
究
』
若
草
書
房
、
二
〇
〇
〇
）。

56
『
叢
書
江
戸
文
庫
二
七

続
百
物
語
怪
談
集
成
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
九
三
）
に
よ
る
。

57
『
仮
名
草
子
集
成
』
二
八
（
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
〇
）
に
よ
る
。

58

こ
の
経
験
論
的
怪
異
認
識
の
延
長
線
上
に
、
井
原
西
鶴
『
西
鶴
諸
国
ば
な
し
』
の
「
人
は
ば
け
も
の
、
世
に
な
い
物
は
な
し
」、
つ
ま
り
人
（
自

身
）
を
含
め
た
世
間
す
べ
て
が
「
は
な
し
の
種
」
に
な
る
不
思
議
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
と
考
え
る
。

一
七
世
紀
の
怪
異
認
識

二
三



59

註
26
拙
稿
。

60

拙
稿
「
化
物
」（
註
⑷
『
入
門
』
所
収
）。
こ
の
認
識
に
つ
い
て
は
改
め
て
別
稿
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
。

61

Ｋ.

パ
ー
ク
・
Ｌ.

Ｊ.

ダ
ス
ト
ン
「
反
│
自
然
の
概
念
│
一
六
、
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
畸
型
の
研
究
│
」（『
思
想
』
七
〇

一
、
一
九
八
二
）、
水
野
千
依
「「
徴
候
」
と
し
て
の
怪
物
」（『
イ
メ
ー
ジ
の
地
層
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
）
な
ど
、
一
六
世
紀
中
頃

ま
で
キ
リ
ス
ト
教
世
界
で
は
怪
物
・
驚
異
の
発
生
は
予
兆
性
を
有
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
こ
か
ら
東
ア
ジ
ア
よ
り
も
広
い
視
野
で
、
怪
異
認
識
の

比
較
研
究
を
行
っ
て
い
く
必
要
も
あ
る
。

【
付
記
】

本
論
は
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
に
提
出
し
た
博
士
学
位
論
文
の
第
一
章
の
一
部
と
第
五
章
を
再
構
成
し
、
加
筆
・
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、

第
五
章
に
つ
い
て
は
、
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
（
二
〇
一
一
年
七
月
）・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
共
同
研
究
「
怪
異
・
妖
怪
文
化
の
伝
統
と
創
造

│
研
究
の
さ
ら
な
る
飛
躍
に
向
け
て
│
」（
二
〇
一
一
年
一
二
月
）
で
報
告
を
行
う
機
会
を
得
、
多
く
の
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
改
め
て
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│

一
七
世
紀
の
怪
異
認
識

二
四


